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地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請・認定（手続き）

計画の申請・認定の流れ
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■①風俗営業等を行う事業者は、申請することができません。

■②認定不可の場合、その旨と理由を申請者に通知します。

■③実施状況報告は、各事業年度終了後１月以内に行うことが必要です。

■認定事業者が本社機能を有する施設（特定業務施設）の整備を実施

 していないと認められる場合は、認定を取り消すことがあります。

計画の主な記載内容

計画の添付書類

計画の主な認定要件

1 整備内容

特定業務施設の種別
事務所、研究所、研修所及びそれらを新設する際に
併せて整備する子育て支援施設

特定業務施設の整備場所 所在地を記載

特定業務施設の取得形態 購入、新築、中古、増築、賃貸、用途変更を記載

特定業務施設の明細
土地、建物、附属設備、構築物、機械装置の数量等を記載  
特定業務施設に係る部分を特定すること

事業期間 認定日から5年間以内（地域再生計画の終期まで）で記載

2 整備の実施時期 土地取得、工事着工、完成、事業供用開始の時期を記載

3 特定業務施設での業務 具体的な業務内容、整備事業実施前後の組織体制を記載

4 特定業務施設の従業員
特定業務施設で増加する従業員数を記載

  新規雇用数、転勤者数、その職種を記載

5 整備に必要な資金 必要な資金の額、その調達方法を記載

1 定款・登記事項証明書

2
直近の貸借対照表、損益計算書、財産目録、これらに準ずる
もの

申請日の属する事業年度に事業を開始した事業者は、事業開始時
  点での財産目録等で可

3 常時雇用する従業員数を証する書類 賃金台帳、雇用者名簿等

4 建物図面（平面図、立面図、外観イメージが分かる図面）

5 その他参考書類

各種支援策
適用に向けた
事前・事後の
手続き

１ 認定地域再生計画に適合するものであること

２ 本社機能を有する施設（特定業務施設）での従業員に関する要件に適合するものであること

３ 男女賃金差異を公表していること ※「常時雇用する従業員が101人以上」の事業者のみ

４ 整備事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

(1)整備事業が地方活力向上地域内で行われること

(2)整備される施設が本社機能を有する施設（特定業務施設）であること

(3)事業内容が地方全体の雇用拡大に寄与していること

(4)事業期間が整備計画認定日から5年以内であること(事業の終期が令和15年3月を超えるものでないこと)

■移転型事業の場合は、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること。又は東京23区からの

 転勤者数が初年度で過半数かつ計画期間中では1/4以上であること

■中小企業者は、中小企業等経営強化法におけるもの
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